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１ 定員適正化現行計画の概要 

 

 平成２９年度から令和３年度までを期間とする「職員数定員適正化計画」の終

了に伴い、町行財政運営の全般にわたっての自主性、自立性を確立し、適正な定

員管理に資することを目的とする令和４年度から令和８年度までの５年間を期

間とした、新たな「職員数定員適正化計画」を策定する。 

 

◎ 計画期間  ： 令和４年度～令和８年度（５年間） 

 

◎ 職員数目標 ： 現状の職員数を維持する 

 

◎ 基本的方策 ： 行政組織の見直し、民間委託等の推進、効果的な職員 

          配置 

 

２ 現行計画の達成状況 

 

 平成２９年度から令和３年度までの５年間における定員適正化の実績は、配

置の見直し・再任用職員の活用により、６人（１０１人→９５人）５．９％の削

減となり、計画目標を達成し適正な職員数となっている状況である。 

 

≪計画≫    （単位：人、％）   ≪実績≫     （単位：人、％） 

区分 平成２９年度 令和３年度  区分 平成２９年度 令和３年度 

職員数  １０１  ９５  職員数  １０１  ９５ 

削減数    ６  削減数    ６ 

削減率  ５．９  削減率  ５．９ 

  



３ 新定員適正化計画の目的 

 

 地方自治体を取り巻く環境は依然として極めて厳しい状況にあり、少子・高齢

化や過疎化が進行する社会潮流の中で、町民ニーズの高度化・多様化など一層適

切に対応することが求められている。 

 

 こうした状況の下、本町では徹底した行財政改革の取組みと聖域なきコスト

削減を実施し、行政評価による政策及び事務・事業の見直しを行い、限られた財

源の中で、町が担うべき事務・事業であっても「選択と集中」の視点から、簡素

で効率的な行財政運営に努めてきたが、今後も引き続き、職員の効率的な配置で

質の高い行政サービスを持続的に提供する必要である。 

 

 現在、「前職員数定員適正化計画（平成２９年度～令和３年度）」を受けて、

社会情勢等の変化を踏まえ、「新職員数定員適正化計画（令和４年度～令和８年

度）」を策定する。 

 

 この計画により、「第６期遠別町総合計画（平成２８年度～令和７年度）」及

び「遠別町総合戦略」の着実な推進を図り、人事評価制度を活用し、職員の資質

向上に努め、適材適所により人材の有効活用を行い公務能率の一層の向上に努

めるものとする。 

 

 しかしながら、職員の年齢構成上の不均衡の課題及び人材育成や採用のあり

方については、今後とも引き続き検討を進めるものとする。 

  



４ 職員数の推移 

 

 遠別町の平成２９年度から令和３年度までの職員数の推移は次のとおりであ

る。 

 なお、令和３年４月１日現在の職員数は ９５人であり、その内訳は、一般行

政 ６０人、教育委員会 ９人、病院 １９人、簡水・下水道 ２人、介護等 ５

人となっている。 

 

 

・年度別職員数の推移（地方公共団体定員管理調査より） 

Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｒ２ Ｒ３

職員数 60 58 59 58 60

前年比 1 ▲ 2 1 ▲ 1 2

職員数 11 11 10 10 9

前年比 1 0 ▲ 1 0 ▲ 1

職員数 22 22 19 18 19

前年比 ▲ 1 0 ▲ 3 ▲ 1 1

職員数 3 3 3 2 2

前年比 0 0 0 ▲ 1 0

職員数 5 5 5 5 5

前年比 0 0 0 0 0

職員数 101 99 96 93 95

前年比 0 ▲ 2 ▲ 3 ▲ 3 2
合　　計

区　　分

一般行政

教育委員会

公営企
業等

病　院

簡水・
下水道

介護等

 

※職員数は４月１日現在（教育長を除く） 

  



５ 定員適正化の方策 

 

基本方針 

 定員適正化については、現状分析を踏まえて国の示した定員モデルや他の町

村の状況を参考として、効果的な人事配置を行っていく。 

 

① 組織・機構の見直し 

 住民ニーズの高度化や今後発生が見込まれる新しい行政課題に対して的確か

つ迅速、効率的に対応していくため、必要に応じて所管部署の統廃合等を行い、

住民にわかりやすい簡素で効率的な行政運営に努める。 

 

② 民間委託等の推進 

 民間事業者等の持つ技術や能力を活用する指定管理者制度やデジタル社会を

見据えたＤＸの推進、住民サービスの向上、コスト等を考慮した民間委託など、

効率的かつ効果的に業務改善できるものについては、導入を検討する。 

 

③ 効果的な職員配置 

 限られた職員を最大限活用するために、人事評価等を活用し、職員個々の知

識・能力・経験・意欲等を踏まえた効果的な職員配置を行う。 

 

④ 再任用職員の活用 

 今後増加することが見込まれる再任用職員については、その豊富な知識や経

験を活かせる業務への効果的な配置を基本とし、併せて後輩職員への支援・指導

を期待する。 

 

⑤ 定年延長への対応 

 公務員の定年年齢は、今後、段階的に６５歳まで引き上げられる。これに伴い、

退職者数が著しく少ない年度が生じ、職員の採用、年齢・役職構成など、人事・

組織の面で大きな影響が生じることが想定され、計画的な職員採用や早期退職

募集制度の在り方など、具体的対策を検討する。 

 

６ 定員適正化のための具体的な計画 

 

 定年退職数の年度ごとの予定者は確定しているが、その後の再任用の状況は

予測できない。また、勧奨退職や自己都合等による普通退職は予測できないため、

再任用の任期が終了する者を退職者の数値とする。 

 採用者については、職員の年齢構成上の不均衡を起こさないようにするため、

計画的に実施すべきであり、一定間隔での採用が理想的であるが、減量経営等の

観点から当面は必要最低限とする。 



７ 計画の見直し 

 

 今後の社会経済情勢の変化等、現時点では不透明なものも多いことから、これ

らの情勢変化により計画の大幅な見直しを実施するものとし、毎年度、逐次必要

な計画の見直しを行うものとする。 

 

・職員数の年度別計画（Ｒ４～Ｒ８） 

（単位：人） 

Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 合計
前年度退職者 0 0 ▲ 1 0 0 ▲ 1
新規採用者 1 0 2 0 0 3
区分間異動 ▲ 3 0 ▲ 1 0 1 ▲ 3
差　　　引 ▲ 2 0 0 0 1 ▲ 1

計 58 58 58 58 59  
前年度退職者 ▲ 1 0 ▲ 1 0 0 ▲ 2
新規採用者 0 0 0 0 1 1
区分間異動 2 0 1 0 ▲ 1 2
差　　　引 1 0 0 0 0 1

計 10 10 10 10 10  
68 68 68 68 69  

前年度退職者 ▲ 3 0 0 0 0 ▲ 3
新規採用者 0 0 0 1 0 1
区分間異動 1 0 0 0 0 1
差　　　引 ▲ 2 0 0 1 0 ▲ 1

計 17 17 17 18 18  
前年度退職者 0 0 0 0 0 0
新規採用者 1 0 0 0 0 1
区分間異動 0 0 0 0 0 0
差　　　引 1 0 0 0 0 1

計 3 3 3 3 3  
前年度退職者 0 0 0 0 0 0
新規採用者 0 0 0 0 0 0
区分間異動 0 0 0 0 0 0
差　　　引 0 0 0 0 0 0

計 5 5 5 5 5  
25 25 25 26 26  

前年度退職者 ▲ 4 0 ▲ 2 0 0 ▲ 6
新規採用者 2 0 2 1 1 6
区分間異動 0 0 0 0 0 0
差　　　引 0 0 0 1 1 2

計 93 93 93 94 95  

公営企業等合計

合　　計

区　　分

一般行政

教育委員会

一般会計合計

公営企
業等

病　院

簡水・
下水道

介護等

 

 


